
2026年（令和8年）3月23日号不在者投票のご案内など たま広報B

　　　　　

期日前投票または不在者投票をご利用の方へ

不在者投票のご案内

　期日前投票をご利用の際は、投票所入場整理券裏面のＡ「宣誓書兼請求書」への記入が必要で
す。また、不在者投票をご利用の場合、ＡおよびＢ「投票用紙送付先」をご記入ください。

親子連れ投票について
　公職選挙法の一部改正により、平成2８年６月から投票所
に同伴できる子どもの年齢が、「幼児」から「1８歳未満」に拡
大されました。投票所の様子や、投票する姿を見ることは
貴重な社会教育の場になり、将来の投票につながります。
ぜひ一緒に投票所へお越しください。

　多摩市長選挙の投票用
紙を受け取り、候補者名
を記入して、投票箱に投
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してください。

　名簿対照係に投票所
入場整理券を渡して、
本人確認をします。
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　多摩市議会議員補欠選
挙の投票用紙を受け取り、
候補者名を記入して、投
票箱に投
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函
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してください。

投票方法について

見　 本見　 本

代理投票・点字投票について
　心身の状態などにより自ら投票用紙に書くことができな
い方は「代理投票」を、目が不自由な方は「点字投票」を利用
できます。投票所の係員にお申し出ください。
　また、投票所には車いすやヘルパーグラス、
投票方法などをイラストや文字で説明するコ
ミュニケーションボードをご用意しています
ので、係員にお申し出ください。
URLhttps://www.city.tama.ℓg.jp/shisei/gyou�
seiiinkai/senkyo/seido/101６452.htmℓ

有権者の方は開票を参観できます
　４月12日㈰午後９時から、多摩
市立総合体育館１階の第１スポー
ツホールで即日開票します。
※車でのご来場はご遠慮ください

▼身体障害者手帳をお持ちの方

障害等の区分
障害などの程度

1級 ２級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 〇 〇
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 〇 − 〇
免疫、肝臓の障害 〇 〇 〇
▼戦傷病者手帳をお持ちの方

障害等の区分
障害などの程度

特別
項症

第1
項症

第２
項症

第3
項症

両下肢、体幹、移動機能の障害 〇 〇 〇
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 〇 〇 〇 〇
▼介護保険の被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分 要介護1 要介護２ 要介護3 要介護4 要介護５
〇

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳または
戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証と一緒に提出してください。要
件を満たしている方に「郵便等投票証明書」をお渡ししますので、大切に保管
してください。

申請方法

※�「郵便等投票証明書交付申請書」の様式は、市役所東会議室棟１階の選挙管
理委員会事務局で配布しているほか、公式ホームページからダウンロード
もできます。

　�URLhttps://www.city.tama.ℓg.jp/shisei/gyouseiiinkai/senkyo/seido�
/1005401.htmℓ

※�上記の対象となる方で、自ら投票用紙に記載することができない方
（下表の障がいのある方）は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た
方に代理記載をしてもらうことができます
身体障害者手帳 上肢もしくは視覚の障害の程度が１級の方
戦傷病者手帳 上肢もしくは視覚の障害の程度が特別項症・第１項症・第２項症の方

　身体に重度の障がいがあることにより投票所での投票が困難な方を対象に、
郵便などにより自宅等で投票できる制度です。以下の要件に該当する方であ
れば、事前に申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、制度を
ご利用いただけます。
※�投票にあたっては「郵便等投票証明書」の交付後、投票日４日前〔４月８日
㈬〕までに投票用紙の請求をしていただく必要があります。

郵便等投票（事前登録が必要です）
　選挙期間中に出張先や一時滞在先で投票したい方が、滞在先の選挙管理委
員会で投票ができる制度です。
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①�多摩市の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。請求は、
投票所入場整理券裏面のＡ欄およびＢ欄に必要事項を書い
て郵送またはご持参ください。

　※ファクシミリやメールでの請求はできません

②ご希望の住所に「投票用紙」等を郵送します。

③�投票用紙が届いたら、封を開けずに滞在先の選挙管理委員
会に持っていき、投票します。

　投票後、投票用紙は滞在先の選挙管理委員会から多摩市の選挙管理委員会
へ郵送されます。

滞在先などでの不在者投票

　都道府県（東京都）選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入
院・入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。
　詳細は、入院・入所している施設の担当者にお問い合わせください。

指定施設での不在者投票

※�投票にあたっては、滞在先の選挙
管理委員会に投票時間などを事前
にご確認ください

　郵送での手続きとなるため、
投票日３日前の４月９日㈭ま
でに投票できるように、余裕
をもって申請してください。

ポイント

有権者有権者

多 摩 市 の多 摩 市 の
選挙管理委員会選挙管理委員会

滞 在 先 の滞 在 先 の
選挙管理委員会選挙管理委員会

２

３

１

　投票済証明書は、投票所の出口付近に設置いたします。
　後日発行することはできません。必要な方は投票に行った際に、忘れ
ずにお持ち帰りください。一人につき１枚までとなります。

投票済証明書が必要な方へ


